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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体素子（１１、３０、３１）と、前記半導体素子に熱的に接続され前記半導体素子
からの熱を伝達する金属体（１３、１４）と、冷媒が流れる冷媒流路（１８）を形成し前
記冷媒流路中に前記半導体素子および前記金属体が配置されるケース部（１９）と、前記
ケース部の外部に露出して前記半導体素子および電源に電気的に接続される主電流電極端
子（２１）とを有する半導体実装体（１）を備え、前記半導体実装体が複数個積層して配
置される半導体装置において、
　前記半導体実装体が積層された方向を積層方向（Ｘ）としたとき、
　前記主電流電極端子は、前記積層方向（Ｘ）に延びていて前記ケース部の外形面に対向
する面側が前記ケース部内に埋め込まれており、
　前記主電流電極端子における前記積層方向（Ｘ）端部は、前記ケース部における前記積
層方向端部のケース部壁面（１９１）まで延びており、前記半導体実装体が積層されたと
きに隣接する前記半導体実装体における前記主電流電極端子同士が接触するように構成さ
れており、
　前記主電流電極端子における前記積層方向（Ｘ）端部に、前記積層方向（Ｘ）に弾性変
形可能な可撓片（２１３）を備えることを特徴とする半導体装置。
【請求項２】
　前記主電流電極端子（２１）における前記積層方向（Ｘ）端部の端子壁面（２１１）は
、前記ケース部壁面（１９１）よりも前記積層方向に突出していることを特徴とする請求
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項１に記載の半導体装置。
【請求項３】
　前記主電流電極端子（２１）における前記積層方向（Ｘ）端部の端子壁面（２１１）は
、前記ケース部壁面（１９１）と面一であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装
置。
【請求項４】
　前記主電流電極端子（２１）のうち、隣接する前記半導体実装体（１）における前記ケ
ース部壁面（１９１）間に配置される部位は、前記ケース部壁面（１９１）に埋め込まれ
ていることを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１つに記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体素子と放熱用の金属体とが一体化された半導体実装体を冷媒により冷
却する半導体装置に関し、さらに半導体実装体を複数個積層してなる半導体装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来の半導体装置は、半導体素子と、半導体素子と熱的に接続され半導体素子からの熱
を伝達する金属体と、金属体の放熱面が露出するように半導体素子および金属体を包み込
むように封止する封止部と、冷媒が流れる冷媒流路を形成するケース部とを有する半導体
実装体を備えている。そして、冷媒流路中に半導体素子および金属体が配置されて、金属
体の放熱面が冷媒により冷却されるようになっている。
【０００３】
　また、半導体実装体が複数個積層して配置され、半導体素子に電気的に接続された主電
流電極端子の一端がケース部の外部に突出し、複数個の主電流電極端子がバスバーに溶接
により接合されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６－１６５５３４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の半導体装置は、複数個の主電流電極端子とバスバーとを溶接によ
り接合するようにしているため、バスバーが必要で、しかも溶接点数が多いという問題が
あった。また、主電流電極端子とバスバーによる電流経路が長くなるため、インダクタン
スが大きくなるという問題があった。
【０００６】
　本発明は上記点に鑑みて、半導体実装体が複数個積層して配置される半導体装置におい
て、主電流電極端子が接合されるバスバーを不要にすることを第１の目的とし、低インダ
クタンスを実現することを第２の目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するため、請求項１に記載の発明では、半導体素子（１１、３０、３１
）と、半導体素子に熱的に接続され半導体素子からの熱を伝達する金属体（１３、１４）
と、冷媒が流れる冷媒流路（１８）を形成し冷媒流路中に半導体素子および金属体が配置
されるケース部（１９）と、ケース部の外部に露出して半導体素子および電源に電気的に
接続される主電流電極端子（２１）とを有する半導体実装体（１）を備え、半導体実装体
が複数個積層して配置される半導体装置において、半導体実装体が積層された方向を積層
方向（Ｘ）としたとき、主電流電極端子は、積層方向（Ｘ）に延びていてケース部の外形
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面に対向する面側がケース部内に埋め込まれており、主電流電極端子における積層方向（
Ｘ）端部は、ケース部における積層方向端部のケース部壁面（１９１）まで延びており、
半導体実装体が積層されたときに隣接する半導体実装体における主電流電極端子同士が接
触するように構成されており、主電流電極端子における積層方向（Ｘ）端部に、積層方向
（Ｘ）に弾性変形可能な可撓片（２１３）を備えることを特徴とする。
【０００８】
　これによると、半導体実装体を積層することにより隣接する半導体実装体における主電
流電極端子間が電気的に接続されるため、主電流電極端子が接合されるバスバーを不要に
することができる。
【０００９】
　また、主電流電極端子同士の接触部の溶接を廃止することもできる。或いは、主電流電
極端子同士の接触部を溶接にて接合する場合であっても、溶接点数が少なくなる。
【００１０】
　さらに、主電流電極端子はケース部の外形面に対向する面側がケース部内に埋め込まれ
ているため、バスバーが不要であることと相俟って、電流経路が短くなり、低インダクタ
ンスを実現することができる。
　また、請求項１に記載の発明では、主電流電極端子における積層方向（Ｘ）端部に、積
層方向（Ｘ）に弾性変形可能な可撓片（２１３）を備えているから、ケースの積層方向寸
法および主電流電極端子の積層方向寸法のバラツキを可撓片の弾性変形によって吸収する
ことができる。したがって、半導体実装体を積層した際に主電流電極端子同士を確実に接
触させることができると共に、半導体実装体を積層した際に隣接する半導体実装体におけ
るケース部壁面間に隙間が発生しないようにして冷媒流路のシール性を確保することがで
きる。
【００１１】
　請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の半導体装置において、主電流電極端子（
２１）における積層方向（Ｘ）端部の端子壁面（２１１）は、ケース部壁面（１９１）よ
りも積層方向に突出していることを特徴とする。
【００１２】
　これによると、半導体実装体を積層した際に、主電流電極端子同士を確実に接触させる
ことができる。
【００１３】
　請求項３に記載の発明では、請求項１に記載の半導体装置において、主電流電極端子（
２１）における積層方向（Ｘ）端部の端子壁面（２１１）は、ケース部壁面（１９１）と
面一であることを特徴とする。
【００１４】
　これによると、半導体実装体を積層した際に、隣接する半導体実装体におけるケース部
壁面間に隙間が発生しないようにすることができる。
【００１５】
　請求項４に記載の発明では、請求項１ないし３のいずれか１つに記載の半導体装置にお
いて、主電流電極端子（２１）のうち、隣接する半導体実装体（１）におけるケース部壁
面（１９１）間に配置される部位は、ケース部壁面（１９１）に埋め込まれていることを
特徴とする。
【００１６】
　これによると、端子壁面のケース部壁面からの突出量を小さくして、隣接する半導体実
装体におけるケース部壁面間の隙間を小さくしたり、或いは、端子壁面をケース部壁面と
面一にして、隣接する半導体実装体におけるケース部壁面間に隙間が発生しないようにす
ることができる。
【００１９】
　なお、この欄および特許請求の範囲で記載した各手段の括弧内の符号は、後述する実施
形態に記載の具体的手段との対応関係を示すものである。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】第１実施形態に係る半導体装置の分解斜視図である。
【図２】図１の半導体実装体の斜視図である。
【図３】（ａ）は図２のＡ－Ａ線に沿う断面図、（ｂ）は（ａ）のＢ部を拡大して示す断
面図である。
【図４】図２のＣ－Ｃ線に沿う断面図である。
【図５】図４のＥ－Ｅ線に沿う断面図である。
【図６】図１の半導体実装体のＤ矢視図である。
【図７】第１実施形態の変形例としての半導体装置の要部を示す断面図である。
【図８】第２実施形態に係る半導体装置の要部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
【００２２】
　（第１実施形態）
　本発明の第１実施形態について説明する。図１は本発明の第１実施形態に係る半導体装
置の分解斜視図、図２は図１の半導体実装体の斜視図、図３（ａ）は図２のＡ－Ａ線に沿
う断面図、図３（ｂ）は図３（ａ）のＢ部を拡大して示す断面図、図４は図２のＣ－Ｃ線
に沿う断面図、図５は図４のＥ－Ｅ線に沿う断面図、図６は図１の半導体実装体のＤ矢視
図である。
【００２３】
　本実施形態の半導体装置は、上アーム（ハイサイド側素子）用の１つの半導体パワー素
子を封止部にて封止した１ｉｎ１構造の半導体実装体を用いた半導体装置である。
【００２４】
　図１に示すように、半導体装置は、半導体実装体１が複数個積層され、これらの半導体
実装体１の一端側に第１蓋材８が配置され、これらの半導体実装体１の他端側に第２蓋材
９が配置されて、図示しない多数のボルトによってそれらが締結されている。以下、本明
細書では、半導体実装体１が積層された方向を、積層方向Ｘという。
【００２５】
　図２～図６に示すように、半導体実装体１は、半導体パワー素子としてのＩＧＢＴ（絶
縁ゲート型バイポーラトランジスタ）からなる主半導体チップ３０と、ＦＷＤ（フリーホ
イールダイオード）からなる副半導体チップ３１と、金属体としての下側ヒートシンク１
３と、金属体としての上側ヒートシンク１４と、これらの間に介在する各はんだ１５ａ、
１５ｂ、１６ａ、１６ｂと、半導体チップ３０、３１およびヒートシンク１３、１４を封
止する樹脂製の封止部１７と、冷媒（空気、水、油などの流体）が流れる冷媒流路１８を
形成する樹脂製のケース部１９と、ヒートシンク１３、１４の表面に設けられた絶縁層２
０と、２つの正極端子２１と、１つの出力端子２３と、制御端子２４とを備えている。
【００２６】
　ケース部１９は、四角筒状であり、積層方向Ｘに沿って見たときにケース部１９の外形
は横長の長方形になっている。以下、本明細書では、積層方向Ｘに対して垂直で、且つ図
２においてケース部１９の上下の外形面と平行な方向を、幅方向Ｙという。また、積層方
向Ｘに対して垂直で、且つ図２においてケース部１９の左右の外形面と平行な方向を、高
さ方向Ｚという。
【００２７】
　主半導体チップ３０と副半導体チップ３１は幅方向Ｙに並べて配置されており、これら
の半導体チップ３０、３１の周囲部分およびヒートシンク１３、１４の隙間に樹脂が充填
されて封止部１７が形成されている。そして、封止部１７にて一体化された半導体チップ
３０、３１およびヒートシンク１３、１４は、略直方体になっており、冷媒流路１８中に
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配置された状態でケース部１９に収容されている。また、封止部１７とケース部１９は、
エポキシ樹脂等のモールド材料を用いて、モールド成型によって一体に形成されている。
【００２８】
　主半導体チップ３０の裏面（図３（ａ）中の下面）と下側ヒートシンク１３の上面との
間は、下側第１はんだ１５ａによって接合され、主半導体チップ３０の表面（図３（ａ）
中の上面）と上側ヒートシンク１４の下面との間は、上側第１はんだ１６ａによって接合
されている。これにより、下側ヒートシンク１３および上側ヒートシンク１４は、主半導
体チップ３０と熱的に接続されて主半導体チップ３０からの熱を伝達する。
【００２９】
　副半導体チップ３１の裏面（図３（ａ）中の下面）と下側ヒートシンク１３の上面との
間は、下側第２はんだ１５ｂによって接合され、副半導体チップ３１の表面（図３（ａ）
中の上面）と上側ヒートシンク１４の下面との間は、上側第２はんだ１６ｂによって接合
されている。これにより、下側ヒートシンク１３および上側ヒートシンク１４は、副半導
体チップ３１と熱的に接続されて副半導体チップ３１からの熱を伝達する。
【００３０】
　主半導体チップ３０および副半導体チップ３１には、図示しない電極が形成されている
。そして、各半導体チップ３０、３１の電極は、下側第１はんだ１５ａおよび下側第２は
んだ１５ｂを介して下側ヒートシンク１３に電気的に接続されている。
【００３１】
　下側ヒートシンク１３においては、図３（ａ）中の下面が放熱面として構成され、上側
ヒートシンク１４においては、図３（ａ）中の上面が放熱面として構成されている。そし
て、それらの放熱面は、封止部１７から露出していて、冷媒流路１８を流れる冷媒と接触
するようになっている。
【００３２】
　これにより、主半導体チップ３０の表面では、上側第１はんだ１６ａから上側ヒートシ
ンク１４を介して放熱が行われ、主半導体チップ３０の裏面では、下側第１はんだ１５ａ
から下側ヒートシンク１３を介して放熱が行われる。
【００３３】
　また、副半導体チップ３１の表面では、上側第２はんだ１６ｂから上側ヒートシンク１
４を介して放熱が行われ、副半導体チップ３１の裏面では、下側第２はんだ１５ｂから下
側ヒートシンク１３を介して放熱が行われる。
【００３４】
　なお、下側ヒートシンク１３および上側ヒートシンク１４は、たとえば、銅合金もしく
はアルミ合金等の熱伝導性および電気伝導性の良い金属で構成されている。また、下側ヒ
ートシンク１３および上側ヒートシンク１４は、たとえば、全体としてほぼ長方形状の板
材とすることができる。
【００３５】
　そして、上側ヒートシンク１４の放熱面に絶縁層２０が設けられ（図３（ｂ）参照）、
また、図示しないが下側ヒートシンク１３の放熱面にも同様に絶縁層が設けられ、各ヒー
トシンク１３、１４の放熱面は、各半導体チップ３０、３１と電気的に絶縁されている。
したがって、冷媒が水などの導電性を有するものであっても、半導体チップ３０、３１に
よる回路を適切に構成することができる。
【００３６】
　ここで、本実施形態の半導体装置は、例えば直流電源に基づいて電気負荷である三相モ
ータを交流駆動するためのインバータとして用いられるもので、直列接続した上下アーム
が三相分並列接続された構成とされ、主半導体チップ３０と副半導体チップ３１はインバ
ータの各相の上アームを構成する。
【００３７】
　そして、主電流電極端子としての正極端子２１は、銅合金等の電気伝導性の良い金属に
て構成され、積層方向Ｘに延びる直方体のブロックになっており、一部がケース部１９の
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外部に露出している。より詳細には、正極端子２１は、ケース部１９の外形面のうち出力
端子２３が配置されている面と共通の面に配置されている。そして、正極端子２１は、ケ
ース部１９の外形面（図２、図５においてケース部１９の下面）に対向する面側がケース
部１９内に埋め込まれており、ケース部１９の外形面に対向しない面側がケース部１９の
外形面から突出している。また、正極端子２１は、ケース部１９の外形面に対向する面側
が下側ヒートシンク１３に溶接またははんだにて接合されて、主半導体チップ３０のコレ
クタに電気的に接続されている。
【００３８】
　さらに、正極端子２１における積層方向Ｘ端部の壁面である正極端子壁面２１１は、ケ
ース部１９における積層方向Ｘ端部の壁面であるケース部壁面１９１まで延びている。よ
り詳細には、正極端子壁面２１１とケース部壁面１９１は面一であり、換言すると、正極
端子壁面２１１とケース部壁面１９１は、同じ平面上にあって両者間に段差がない状態に
なっている。
【００３９】
　なお、正極端子２１は、本実施形態では１つの半導体実装体１に２つ設けたが、１つの
半導体実装体１に１つ設けてもよい。
【００４０】
　出力端子２３は、銅合金等の電気伝導性の良い金属にて構成された板材よりなり、ケー
ス部１９の外部に露出して、図示しない三相モータに電気的に接続されるようになってい
る。また、出力端子２３は、ケース部１９の外形面のうち正極端子２１が配置されている
面と共通の面に配置され、正極端子２１とともに幅方向Ｙに沿って配置され、且つ、２つ
の正極端子２１間に配置されている。さらに、出力端子２３は、高さ方向Ｚに延びている
。さらにまた、出力端子２３は、上側ヒートシンク１４に溶接またははんだにて接合され
て、主半導体チップ３１のエミッタに電気的に接続されている。
【００４１】
　制御端子２４は、半導体チップ３０、３１の周囲に設けられたリードフレーム等からな
るもので、その先端部がケース部１９の外部に突出している。より詳細には、制御端子２
４は、ケース部１９の外形面のうち正極端子２１等が配置されている面とは異なる面から
突出し、高さ方向Ｚに延びている。
【００４２】
　この制御端子２４の先端部には、たとえば外部の制御回路基板などが電気的に接続され
るようになっており、それによって半導体装置と当該制御回路基板とが電気的に接続され
るものである。この制御端子２４は、半導体チップ３０、３１の表面に設けられている信
号電極（たとえばゲート電極）などと導通する端子や基準端子となるものである。そして
、図示しないが、この制御端子２４と半導体チップ３０、３１とはボンディングワイヤな
どによって結線され、電気的に接続されている。
【００４３】
　図１に示すように、第１蓋材８は、略直方体の樹脂製の板であり、積層された半導体実
装体１の一端側を塞ぐものである。第１蓋材８は、冷媒の入口となる入口パイプ８１、お
よび冷媒の出口となる出口パイプ８２を備え、入口パイプ８１および出口パイプ８２は、
半導体実装体１の冷媒流路１８に連通している。また、第１蓋材８には、ボルトを通す貫
通穴８３が形成されている。
【００４４】
　さらに、第１蓋材８には、銅合金等の電気伝導性の良い金属にて構成された２つの正極
中継端子８４が設けられている。正極中継端子８４は、半導体実装体１と一体化された際
に正極端子２１と接触するように構成されており、また、直流電源の正極に電気的に接続
される。
【００４５】
　なお、第１蓋材８は金属などの導電材にて構成してもよい。その場合は、第１蓋材８と
正極中継端子８４との間は、例えば絶縁材を介在させて絶縁する。
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【００４６】
　第２蓋材９は、略直方体の樹脂製の板であり、積層された半導体実装体１の他端側を塞
ぐものである。第２蓋材９には、ボルトが螺合される雌ねじ９１が形成されている。なお
、正極中継端子８４は、第２蓋材９に設けてもよい。
【００４７】
　そして、半導体実装体１を積層し、それらの両側に第１蓋材８および第２蓋材９を配置
した後に、第１蓋材８の貫通穴８３にボルトを通し、ボルトを第２蓋材９の雌ねじ９１に
螺合させることにより、複数の半導体実装体１、第１蓋材８、および第２蓋材９が締結さ
れる。
【００４８】
　なお、隣接する半導体実装体１間、半導体実装体１と第１蓋材８間、および半導体実装
体１と第２蓋材９間の気密性は、図示しないＯリングまたは接着剤によって保たれるよう
になっている。なお、Ｏリングにてシールする場合は、半導体実装体１、第１蓋材８、お
よび第２蓋材９を締結するボルトの軸力によって、Ｏリングが加圧される。
【００４９】
　このように、半導体実装体１、第１蓋材８、および第２蓋材９が積層して締結された状
態では、隣接する半導体実装体１の正極端子２１同士が正極端子壁面２１１において接触
して電気的に接続される。
【００５０】
　また、半導体実装体１、第１蓋材８、および第２蓋材９が積層して締結された状態では
、第１蓋材８と隣接する半導体実装体１の正極端子２１は、第１蓋材８の正極中継端子８
４に接触して電気的に接続される。
【００５１】
　なお、正極端子２１同士の接触部、および正極端子２１と正極中継端子８４との接触部
は、両者間の電気的な接続をより確実にするために、溶接やはんだにて接合したり、或い
は、導電性フィルムを介在させてもよい。
【００５２】
　また、それらの接触部を溶接やはんだにて接合する場合は、正極端子壁面２１１とケー
ス部壁面１９１とは面一でなくてもよい。すなわち、正極端子壁面２１１がケース部壁面
１９１よりも積層方向Ｘに凹んでいてもよい。
【００５３】
　さらに、正極端子壁面２１１をケース部壁面１９１よりも積層方向Ｘに突出させてもよ
く、これにより、半導体実装体１等を積層した際に、正極端子２１同士の接触部、および
正極端子２１と正極中継端子８４との接触部において、接触状態を確実なものにして、両
者間の電気的な接続をより確実にすることができる。
【００５４】
　以上の説明から明らかなように、本実施形態の半導体装置によると、半導体実装体１を
積層することにより隣接する半導体実装体１における正極端子２１間が電気的に接続され
るため、正極端子２１が接合されるバスバーを不要にすることができる。
【００５５】
　また、正極端子２１同士の接触部の溶接を廃止することもできる。或いは、その接触部
を溶接にて接合する場合であっても、溶接点数が少なくなる。
【００５６】
　さらに、正極端子壁面２１１とケース部壁面１９１とを面一にしているため、半導体実
装体１を積層した際に、隣接する半導体実装体１におけるケース部壁面１９１間に隙間が
発生しない。
【００５７】
　さらにまた、正極端子２１はケース部１９の外形面に対向する面側がケース部１９内に
埋め込まれているため、バスバーが不要であることと相俟って、電流経路が短くなり、低
インダクタンスを実現することができる。
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【００５８】
　［変形例］
　図７は本第１実施形態の変形例としての半導体装置の要部を示す断面図である。
【００５９】
　本実施形態においては、正極端子２１は直方体のブロックを用いたが、図７に示すよう
に、導電性金属よりなる板材を断面コ字状に成形した正極端子２１を用いてもよい。
【００６０】
　この場合、正極端子２１のうち、隣接する半導体実装体１におけるケース部壁面１９１
間に配置される部位、換言すると、正極端子２１における積層方向Ｘ両端の折り曲げ片部
２１２は、ケース部壁面１９１に埋め込まれている。このように、折り曲げ片部２１２を
ケース部壁面１９１に埋設することにより、正極端子壁面２１１のケース部壁面１９１か
らの突出量を小さくして、隣接する半導体実装体１におけるケース部壁面１９１間の隙間
を小さくしたり、或いは、正極端子壁面２１１をケース部壁面１９１と面一にして、隣接
する半導体実装体１におけるケース部壁面１９１間に隙間が発生しないようにすることが
できる。
【００６１】
　なお、本実施形態では上アーム用の半導体装置について説明したが、下アーム（ローサ
イド側素子）用の半導体装置も同様の構成を採用することができる。
【００６２】
　（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態について説明する。図８（ａ）は第２実施形態に係る半導体装置
における半導体実装体を積層する前の状態を示す要部の断面図、図８（ｂ）は第２実施形
態に係る半導体装置における半導体実装体を積層した後の状態を示す要部の断面図である
。以下、第１実施形態と異なる部分についてのみ説明する。
【００６３】
　図８（ａ）に示すように、本実施形態の正極端子２１は、銅合金等の電気伝導性の良い
金属製板材よりなり、積層方向Ｘ両端部を折り曲げて、積層方向Ｘ両端部に、積層方向Ｘ
に弾性変形可能な可撓片２１３が形成されている。
【００６４】
　ここで、この可撓片２１３の自由状態における積層方向Ｘの長さのうち、可撓片２１３
の先端部の長さをＬ１、可撓片２１３の基端部の長さをＬ２とし、半導体実装体１におけ
るケース部壁面１９１間の長さをＬ３とすると、Ｌ１＞Ｌ３、Ｌ２≦Ｌ３、に設定されて
いる。
【００６５】
　図８（ｂ）に示すように、半導体実装体１が複数個積層され、これらの半導体実装体１
が蓋材８、９（図１参照）と共にボルトによって締結された状態では、可撓片２１３が弾
性変形して、隣接する半導体実装体１の正極端子２１同士が正極端子壁面２１１において
接触すると共に、隣接する半導体実装体１のケース部壁面１９１同士が密着する。
【００６６】
　本実施形態によると、可撓片２１３の自由状態における積層方向Ｘ長さＬ１、Ｌ２や、
半導体実装体１におけるケース部壁面１９１間の長さＬ３のバラツキを可撓片２１３の弾
性変形によって吸収することができる。したがって、半導体実装体１を積層した際に正極
端子２１同士を確実に接触させることができると共に、半導体実装体１を積層した際に隣
接する半導体実装体１におけるケース部壁面１９１間に隙間が発生しないようにして冷媒
流路１８（図１参照）のシール性を確保することができる。
【００６７】
　（他の実施形態）
　上記各実施形態は、実施可能な範囲で任意に組み合わせが可能である。
【符号の説明】
【００６８】
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　１　　　半導体実装体
　１１　　半導体素子
　１３　　ヒートシンク（金属体）
　１４　　ヒートシンク（金属体）
　１８　　冷媒流路
　１９　　ケース部
　２１　　正極端子（主電流電極端子）
　３０　　半導体素子
　３１　　半導体素子
　１９１　ケース部壁面

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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